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進
や
広
報
な
ど
を
通
じ
て
、「
明
治

１
５
０
年
」
に
向
け
た
機
運
の
醸

成
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
左
記
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
御
覧
下
さ
い
。

　

HPhttp://w
w
w
.kantei.go.jp/

　

jp/singi/m
eiji150/portal/

　
台
風
21
号・22
号
で

　
大
き
な
被
害
を
受
け
た
方
へ

　

被
害
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
市

税
・
保
険
料
等
の
減
免
を
受
け
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

市
税
・
国
保
税
に
つ
い
て

　

税
務
課

　

☎
８
８
０
・
６
５
５
４

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・
介

護
保
険
料
に
つ
い
て

　

長
寿
支
援
課

　

☎
８
８
０
・
６
５
５
６

※
な
お
、減
免
を
受
け
た
い
場
合
は
、

納
期
限
の
７
日
前
ま
で
に
減
免
申

請
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

回
は
じ
め
て
、
餅
ま
き
を
行
う
予
定

で
す
の
で
、
市
民
の
皆
様
の
ご
参
加

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

■
日
時
／
平
成
30
年
１
月
７
日
㈰

　

13
時
30
分
～

■
場
所
／
南
国
ス
ポ
ー
ツ
パ
ー
ク

　
（
三
和
琴
平
な
ん
こ
く
流
通
団
地
内
）

※
雨
天
の
場
合
、大
篠
小
学
校
体
育
館

　
12
月
４
日
か
ら
10
日
ま
で
は

　
人
権
週
間
で
す
。

　

法
務
省
及
び
全
国
人
権
擁
護
委
員

連
合
会
は
、
関
係
機
関
等
の
協
力
を

得
て
、「
人
権
デ
ー
」
を
最
終
日
と

す
る
１
週
間
（
12
月
４
日
か
ら
10
日

ま
で
）
を
「
人
権
週
間
」
と
定
め
、

世
界
人
権
宣
言
の
意
義
を
訴
え
る
と

と
も
に
人
権
尊
重
思
想
の
普
及
高
揚

に
努
め
て
お
り
ま
す
。

　

高
知
地
方
法
務
局
及
び
高
知
県

人
権
擁
護
委
員
連
合
会
に
お
い
て

も
、
今
年
度
の
人
権
週
間
行
事
の

ひ
と
つ
と
し
て
、
県
内
の
主
要
箇

所
で
「
特
設
人
権
相
談
所
」
を
開

設
し
、
D
V
、
セ
ク
ハ
ラ
、
ス
ト
ー

カ
ー
な
ど
の
女
性
に
関
す
る
人
権

問
題
や
、
児
童
虐
待
、
い
じ
め
、

体
罰
な
ど
子
ど
も
に
関
す
る
人
権

問
題
、
高
齢
者
や
障
害
者
に
対
す

　
冬
の
道
路
の
通
行
は
、出
発

　
前
の
準
備
を
し
っ
か
り
と
！

　

四
国
の
道
路
も
、
冬
期
は
積
雪
や

凍
結
に
よ
り
ス
リ
ッ
プ
事
故
や
車
の

立
ち
往
生
が
発
生
し
、
重
大
な
事
故
・

渋
滞
に
つ
な
が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

お
出
か
け
前
の
情
報
収
集
と
、

冬
用
タ
イ
ヤ
や
チ
ェ
ー
ン
の
準
備

が
必
要
で
す
。

▼
四
国
の
道
路
情
報
は
こ
ち
ら
か
ら

（「
四
国
道
路
情
報
」
で
検
索
）

・
パ
ソ
コ
ン
か
ら

https://w
w
w
.skr.m

lit.go.jp/
road/info/index.htm

l

・
携
帯
電
話
、
ス
マ
ホ
か
ら

■
問
い
合
わ
せ

　

道
の
相
談
室

　

☎
０
８
７
・
８
１
１
・
８
４
６
０

　

国
土
交
通
省　

四
国
地
方
整
備
局

　

道
路
部
道
路
管
理
課

　

☎
０
８
７
・
８
５
１
・
８
０
６
１

　
（
代
表
）

　
地
区
戦
没
者
遺
族
相
談
員

　

南
国
市
地
区
戦
没
者
遺
族
相
談

員
と
し
て
、
次
の
方
が
厚
生
労
働

大
臣
か
ら
業
務
委
託
さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は
平
成
31
年
９
月
30
日
ま
で

で
す
。

■
戦
没
者
遺
族
相
談
員

　

岡
本
龍
雄

■
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
事
務
所
地
域
福
祉
支
援
係

　

☎
８
８
０
・
６
５
６
６

　

FAX
８
６
３
・
１
１
６
７
（
代
表
）

　
比
江
地
区
平
成
26
年
度
一
筆
地

　
調
査
区
域
の
地
籍
図・地
籍
簿
を

　
法
務
局
の
登
記
簿
な
ど
へ
反
映

　

平
成
26
年
度
に
地
籍
調
査
事
業

の
現
地
調
査
（
一
筆
地
調
査
）
を

実
施
し
ま
し
た
比
江
地
区
の
一
部

に
つ
い
て
、
法
務
局
に
成
果
が
備

え
付
け
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
土
地
登
記
簿
は
地

籍
簿
の
内
容
に
改
め
ら
れ
、
地
籍

図
は
従
来
の
公
図
に
替
わ
っ
て
不

動
産
登
記
法
第
14
条
の
地
図
と
し

て
備
え
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
土
地
登
記
簿
及
び
地
籍

図
は
法
務
局
香
美
支
局
、
筆
界
点

番
号
図
（
座
標
値
）
は
南
国
市
役

所
地
籍
調
査
課
で
交
付
し
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
各
土
地
所
有
者
が
現
在

所
持
さ
れ
て
い
る
登
記
権
利
書（
登

記
済
証
）
は
変
更
で
き
ま
せ
ん
が
、

そ
の
ま
ま
で
有
効
で
す
。
大
切
に

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

■
対
象
区
域

▲
比
江
／
内
久
保
、
花
ノ
木
、
松

ノ
下
、
南
屋
敷
、
一
和
尚
、
直
道
、

神
ノ
木
、
神
ノ
木
戸
、
矢
取
田
、

新
ラ
田
、国
廰
、内
日
吉
、府
中
、

神
主
屋
敷
、
佛
堂
寺
、
池
ノ
尻
、

金
地
武
士
区
、
西
川
原
、
国
廰

前
、
古
屋
土
、
待
井
堰
、
上
河

原
、外
河
原
、前
河
原
、七
反
田
、

金
ナ
屋

■
問
い
合
わ
せ

　

地
籍
調
査
課
地
籍
調
査
係

　

☎
８
８
０
・
６
５
７
９

　
明
治
１
５
０
年
関
連
施
策
に

　
つ
い
て

　

平
成
30
年
（
２
０
１
８
年
）
は
、

明
治
元
年
（
１
８
６
８
年
）
か
ら

起
算
し
て
満
１
５
０
年
に
当
た
り

ま
す
。
政
府
で
は
、
内
閣
官
房

副
長
官
を
議
長
と
す
る
「「
明
治

１
５
０
年
」
関
連
施
策
各
府
省
連

絡
会
議
」
を
設
け
、
①
「
明
治
以

降
の
歩
み
を
次
世
代
に
遺
す
施

策
」、
②
「
明
治
の
精
神
に
学
び
、

さ
ら
に
飛
躍
す
る
国
へ
向
け
た
施

策
」、
③
「
明
治
１
５
０
年
に
向
け

た
機
運
を
高
め
て
い
く
施
策
」
の

３
つ
を
柱
と
し
て
、
政
府
一
体
と

な
っ
て
「
明
治
１
５
０
年
」
関
連

施
策
を
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
国
だ
け
で
な
く
、
地
方
公
共

団
体
や
民
間
も
含
め
て
、
日
本
各

地
で
、「
明
治
１
５
０
年
」
に
関

連
す
る
多
様
な
取
組
が
推
進
さ
れ

る
よ
う
、
ロ
ゴ
マ
ー
ク
の
使
用
促

　
第
57
回
南
国
市
美
術
展
覧
会

　
【
一
般
の
部
】【
幼
児・児
童・

　
生
徒
の
部
】同
時
開
催

■
日
時
／
12
月
10
日
㈰
～
17
日
㈰

　

９
時
～
17
時

※
10
日
㈰
は
10
時
開
館

※
17
日
㈰
は
16
時
閉
館

■
場
所
／
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

■
内
容

▼
開
会
式
・
表
彰
式

　

12
月
10
日
㈰
９
時
45
分
～

※
【
一
般
の
部
】
の
賞
は
、
特
撰
・

褒
状
・
奨
励
賞
が
あ
り
ま
す
。

▼
似
顔
絵
コ
ー
ナ
ー

　

12
月
10
日
㈰
12
時
半
～
15
時

▼
茶
席
／
12
月
10
日
㈰
・
17
日
㈰

　

11
時
30
分
～
14
時
30
分

■
問
い
合
わ
せ

▼
一
般
の
部

　

生
涯
学
習
課

　

☎
８
８
０
・
６
５
６
９

▼
幼
児
・
児
童
・
生
徒
の
部

　

学
校
教
育
課

　

☎
８
８
０
・
６
５
６
８

　
平
成
30
年
南
国
市
消
防

　
出
初
式
開
催
の
ご
案
内

　

毎
年
恒
例
の
南
国
市
新
春
出
初

式
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
消
防
職
員

並
び
に
消
防
団
員
の
人
員
服
装
点
検

や
、
模
範
ポ
ン
プ
操
法
・
少
年
消
防

ク
ラ
ブ
の
放
水
訓
練
等
に
加
え
、
今

る
差
別
や
虐
待
、
そ
の
他
く
ら
し

の
悩
み
ご
と
等
、
人
権
に
関
す
る

御
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。
相
談

は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

　

お
気
軽
に
、
最
寄
り
の
「
相
談

窓
口
」
を
御
利
用
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
最
寄
り
の
法

務
局
又
は
市
町
村
の
担
当
窓
口

ま
た
は
人
権
擁
護
委
員
ま
で
。

　
あ
や
し
い
電
話・ハ
ガ
キ
に

　
ご
注
意
を

～
不
審
な
電
話
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
～

　

消
防
職
員
な
ど
公
的
機
関
の
職

員
を
か
た
り
、「
災
害
が
あ
っ
た
と

き
の
た
め
に
必
要
だ
か
ら
」
な
ど

と
言
っ
て
、
家
族
構
成
を
聞
き
出

そ
う
と
す
る
不
審
な
電
話
が
増
え

て
い
ま
す
。
家
族
構
成
や
個
人
情

報
を
む
や
み
に
伝
え
る
と
、
特
殊

詐
欺
や
悪
質
商
法
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト

に
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り

ま
す
の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

～
民
事
訴
訟
管
理
セ
ン
タ
ー
か
ら
の

ハ
ガ
キ
は
無
視
し
て
く
だ
さ
い
～

　
「
民
事
訴
訟
管
理
セ
ン
タ
ー
」
や

「
国
民
訴
訟
通
達
セ
ン
タ
ー
」
等
を

名
乗
る
機
関
か
ら
架
空
請
求
の
ハ
ガ

キ
が
届
い
た
と
い
う
相
談
が
全
国
で

急
増
し
て
い
ま
す
。ハ
ガ
キ
に
は「
料

金
未
納
の
た
め
民
事
訴
訟
の
訴
状
が

提
出
さ
れ
た
」「
給
与
や
不
動
産
を

差
し
押
さ
え
る
」
な
ど
と
書
か
れ
、

訴
訟
取
下
期
日
と
し
て
ハ
ガ
キ
の
届

い
た
翌
日
ま
た
は
翌
々
日
が
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
ハ
ガ
キ
に
書
い
て
あ

る
連
絡
先
に
電
話
を
す
る
と
、
訴
訟

取
り
下
げ
の
た
め
の
弁
護
士
費
用
な

ど
を
要
求
さ
れ
ま
す
。

　

身
に
覚
え
の
な
い
請
求
に
は
応
じ

ず
、
無
視
し
て
く
だ
さ
い
。（
※
実
際

に
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
裁

判
所
か
ら
封
書
で
訴
状
が
届
き
ま
す

の
で
、
そ
の
場
合
は
無
視
せ
ず
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
）

■
問
い
合
わ
せ

　

南
国
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

☎
８
８
０
・
６
２
０
５

　
高
知
広
域
都
市
計
画
変
更

　

(

素
案)

の
縦
覧
、説
明
会
、

　
公
聴
会

　

市
で
は
、
高
知
広
域
都
市
計
画

の
変
更
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

■
内
容
／
南
国
岡
豊
小
蓮
産
業
団
地

地
区
計
画

■
告
知
日
／
12
月
４
日
㈪

■
縦
覧
期
間
／

　

12
月
４
日
㈪
～
18
日
㈪

　

８
時
30
分
～
17
時

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

■
縦
覧
場
所
／
都
市
整
備
課

■
説
明
会

　

12
月
７
日
㈭
19
時
～

　

市
役
所
４
階　

大
会
議
室

■
公
聴
会

　

１
月
29
日
㈪
10
時
～
12
時

　

市
役
所
４
階　

大
会
議
室

※
公
聴
会
で
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す

る
方
は
12
月
18
日
㈪
17
時
ま
で
に
、

意
見
の
要
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
な

ら
び
に
住
所
、
氏
名
を
記
載
し
た

書
面
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
方
が

い
な
い
場
合
、
公
聴
会
は
開
催

し
ま
せ
ん
。

■
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ

　

都
市
整
備
課
都
市
計
画
係

　

☎
８
８
０
・
６
５
８
２

　
自
動
車
運
転
者
の
表
彰

　

市
内
に
居
住
し
、
自
動
車
を
運

転
し
て
い
る
方
で
、
次
の
要
件
を

満
た
す
方
を
表
彰
し
ま
す
。

■
支
部
表
彰
／
当
協
会
の
会
員
で
無
事

故
無
違
反
年
数
が
７
年
以
上
の
方

■
県
表
彰
／
無
事
故
無
違
反
年
数
が
10
年

以
上
で
、
支
部
表
彰
を
受
け
て
い
る
方

■
申
請
日
時
／
12
月
１
日
㈮
～

　

平
成
30
年
２
月
末
日

　

９
時
～
11
時
半
、
13
時
～
16
時

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
と
12
月
29
日
㈮

～
平
成
30
年
１
月
４
日
㈭
を
除
く

■
申
請
時
に
持
参
す
る
物
／
運
転

　

免
許
証
、
会
員
証
、
印
鑑

■
申
請
先
・
問
い
合
わ
せ

　

南
国
警
察
署
内

　

交
通
安
全
協
会
南
国
支
部

　

☎
８
６
３
・
２
２
２
１

市
民
か
ら
の
お
便
り
長
男
が
県
外
で
就
職
し
ま
し
た
。長
女
に
は
南
国
市
に
帰
っ
て
き
て
も
ら
い
た
い
で
す
。

お
知
ら
せ

市
民
か
ら
の
お
便
り
ま
ほ
ろ
ば
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
の
記
事
を
読
む
の
が
興
味
深
か
っ
た
で
す
。家
の
中
か
ら
少
し
で
も
ゴ
ミ
を
減
ら
す
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、小
４
の
息
子
と
話
し
た
こ
と
で
し
た
。

11月号のおわびと訂正
　19ページ「人権・行政相談・および裏ページ「こんに
ちは赤ちゃん」の中で、記事の内容に誤りがありまし
た。おわびして訂正します。

19ページ
誤　11月21日㈫

　

→

　
正　11月20日㈪

裏ページ
誤　石井　凛ちゃん

　

→

　
正　石井　凜ちゃん

広告


